
あわ ら市条例第 1号

あわ ら市景観条例

(目 的 )

第 1条  この条例は、景観法 (平成 16年法律第 110号。以下「法」とい う。)

の規定に基づき、良好 な景観 の形成等に関 し必要な事項 を定めることに

よ り、市、市民及び事業者 が協働 で景観形成 を推進 し、もつて豊かな 自

然景観 の保全 と美 しく魅力ある景観 の創造 に資す ることを 目的 とす る。

(定義 )

第 2条  この条例において、次の各号 に掲 げる用語 の意義は、当該各号に

定めるところによる。

(1)建築物 建築基準法 (昭和 25年法律第 201号 )第 2条第 1号 に規定

す る建築物 をい う。

(2)工作物 土地又は建築物 に定着 し、又 は継続 して設置 され るものの

うち、次 に掲げるものをい う。

ア 煙突、高架水槽 、物見塔、記念塔 、彫刻、モニュメン ト、照明灯

その他 これ らに類す るもの

イ 製造施設、貯蔵施設、運動施設、遊戯施設その他 これ らに類す る

もの

ウ 垣、柵 、塀、擁壁その他 これ らに類す るもの

(3)広告物 屋外広告物法 (昭 和 24年 法律第 189号)第 2条第 1項 に規

定す る屋外広告物及び これ を掲出す る物件 をい う。

(4)建 築物等 建築物、工作物及び広告物 をい う。

(5)事業者  市内で事業活動 を行 う個人 、法人その他 の団体 をい う。

(市 の責務 )

第 3条  市 は、この条例の 目的 を達成す るために必要な施策 の推進 に努 め

るもの とす る。

2 市は、前項の規 定による施策の策定及び実施 に当たつては、市民及び

事業者 の意見が反映 され るよ う努 めるもの とす る。

3 市は、道路、河川、公園その他公共施設 の整備 を行 う場合 においては、

良好 な景観 に関す る調査、研究等 を行 うとともに、先導的な役割 を果た

す よ う努 めるもの とす る。

4 市は、市民及び事業者 の景観形成 に関す る意識 を啓発 し、景観形成 に

資す る活動の支援 に努 めるもの とす る。

(市民の責務 )

第 4条  市民は、自らが景観 を形成す る主体であることを認識 し、景観 の



形成 に関す る意識 を高めるとともに、互いに協力 して、景観 の形成 に積

極 的 な役害Jを 果たす よ う努めなけれ ばな らない。

2 市民は、市が実施す る良好 な景観 の形成 に関す る施策 に協力す るよ う

努 めなけれ ばな らない。

(事業者 の責務 )

第 5条 事業者 は、自らの事業活動 における建築物等が、地域の景観 に大

きな影響 を及 ぼす ことを認識 し、その事業活動 に当たっては、良好 な景

観 の形成 に努 めるもの とす る。

2 事業者 は、市が実施す る良好 な景観 の形成 に関す る施策 に協力す るよ

う努 めなければな らない。

(景観基本計画の策定 )

第 6条  市長 は、良好な景観 の形成 に関す る基本的な方針 を明 らかに した

景観 基本計画 を策定す るもの とす る。

2 市長 は、景観基本計画 を策定 しよ うとす るときは、あ らか じめ、市民

の意 見 を聴 く機会 を設 けるな ど市民の意見 を反映 させ るために必要 な

措置 を講 じなければな らない。

3 市長 は、景観基本計画を策定 しよ うとす るときは、あ らか じめ、第 21

条 に規定す るあわ ら市景観審議会 (以 下 「景観審議会」とい う①)の 意見

を聴 かなけれ ばな らない。

4 市長 は、景観基本計画を策定 した ときは、速やかにこれ を公表す るも

の とす る。

5 前 3項 の規定は、景観基本計画の変更について準用す る。

(景観計画 の策定 )

第 7条  市長 は、景観基本計画 を実現す るため、法第 8条第 1項 の景観 計

画 (以 下 「景観計画」 とい う。)を 策定す るもの とす る。

2 景観 計画 の区域 (以 下 「景観計画 区域」 とい う。)は、あわ ら市の全

域 とす る。

3 前条第 3項 の規定は、景観計画の策定又 は変更について準用す る。

(景観形成重点地 区の指定等 )

第 8条  市長 は、景観計画区域 内にお ける次 に掲げる地区の うち、良好 な

景観 の形成 を重点的に図 る必要 が あ る と認 める地 区を景観形成重点地

区 (以 下「重点地 区」とい う。)と して景観 計画に定めることができる。

(1)自 然 と調和 した景観 を有 し、又 は形成すべ き地区

(2)歴史的特徴 のある景観 を有 し、又は形成すべき地 区

(3)道路、河川等 に沿って特徴 のある景観 を有 し、又は形成すべ き地区

(4)観光地 として、一体 となった景観 を有 し、又は形成すべ き地 区

(5)農 山漁村集落 と一体 となった景観 を有 し、又は形成すべ き地区



(6)個性的な住宅地景観 を有 し、又 は形成すべ き地区

(7)前各号 に掲げるもののほか、良好 な景観 の形成のために特 に必要 と

認 め られ る地区

(景観 まちづ くり協議会 )

第 9条 市民は、重点地 区にお ける良好 な都市景観 の形成 を推進す るため、

規則 で定めるところによ り、市長 の認定 を受 けて、景観 まちづ くり協議

会 (以 下 この条において「協議会」とい う。)を 設立す ることができる。

2 協議会 は、市長 に対 し、重点地区における景観形成 に関す る基準につ

いて提案 をす ることができる。

3 協議会 は、市長 に対 し、重点地 区の区域の変更又は廃上 につ いて提案

をす ることができる。

4 協議会 は、市長 に対 し、重点地区における景観形成 に関す る基準の変

更又は廃止 について提案 をす ることができる。

5 市長 は、協議会 に射 し、その活動 を支援す る必要があると認 めるとき

は、技術的な支援その他 の措置 を講ず ることができる。

(届 出を要す る行為 )

第 10条 法第 16条 第 1項第 4号の条例で定める行為は、次に掲げるとお り

とす る。

(1)土 地の開墾、土石の採取その他土地の形質の変更

(2)屋外 における土石、廃棄物 (廃棄物の処理及び清掃 に関す る法律 (昭

和45年法律第 137号)第 2条第 1項に規定す る廃棄物 をい う。)、 再生

資源 (資源 の有効 な利用の促進 に関す る法律 (平成 3年法律第48号 )

第 2条第 4項 に規定す る再生資源 をい う。)そ の他の物件の堆積

(適用の除外 )

第11条  景観計画区域 内において、法第 16条第 7項第 11号 の条例 で定める

行為は、次 に掲げるとお りとす る。

(1)建築物の新築、増築、改築、移転又 は外観 を変更す ることとなる大

規模 な修繕 で次のいずれ にも該 当す るもの

ア 高 さが 13メ ー トル以下の もの

イ 建築物の延べ面積 が 1,000平 方 メー トル以下のもの

(2)工作物 の新築、増築、改築、移転又は外観 を変更す ることとなる大

規模 な修繕 で次に掲 げるもの

ア 煙突、高架水槽 、物見塔 、記念塔、彫亥J、 モニュメン ト、照明灯

その他 これ らに類す るもので、地盤面か らの高 さ (建築物 と一体に

なっている場合 は、その高 さの合計)が 13メ ー トル以下の もの

イ 製造施設、貯蔵施設 、運動施設 、遊戯施設その他 これ らに類す る

もので、地盤面か らの高 さ (建築物 と一体になつてい る場合 は、そ



の高 さの合計)が 13メ ー トル以下で、かつ、築造面積 が 1,000平方

メー トル以下のもの

ウ 垣、柵 、塀 、擁壁 その他 これ らに類す るもので、地盤面か らの高

さが 2メ ー トル以下で、かつ、延長が30メ ー トル以下の もの

(3)都 市計画法 (昭 和43年法律第 100号)第 4条第 12項 に規定す る開発

行為で、同法第 29条 第 1項第 2号か ら第 11号 までの規定 に基づ き同項

の許可が不要 とされ るもの

(4)前条第 1号に規定す る行為 で、次のいずれ に も該 当す るもの

ア 当該行為 に係 る区域の面積が 1,000平方 メー トル以下の もの

イ 当該行為 に伴 い高 さが 3メ ー トル以下又 は延長 が 30メ ー トル以

下のの り面又 は擁壁 を生 じるもの

(5)屋外 にお ける土石、再生資源その他 の物件 の堆積 で、次のいずれに

も該 当す るもの

ア 地盤 か らの高 さが 2メ ー トル以下のもの

イ 面積が 1,000平 方 メー トル以下の もの

(景観重要建造物 の指定等 )

第 12条  市長 は、法第 19条第 1項の規定に基づ き景観重要建造物 を指定 し

よ うとす るときは、あ らか じめ、景観審議会の意見 を聴 かなければな ら

ない。

2 市長 は、景観重要建造物 を指定 した ときは、その 旨を告示す るもの と

す る。

3 前 2項の規定 は、景観重要建造物の指定の解除 について準用す る。

(景観重要建造物 の指定の標識 )

第13条  市長 は、景観重要建造物 を指定 した ときは、法第 21条第 2項 の規

定に基づ き、次 に掲 げる事項を表示 した標識 を設置す るもの とす る。

(1)指定番号及び指定の年月 日

(2)景観重要建造物 の名称

(3)指 定の理 由 となった外観 の特徴

(景観重要建造物 の管理 の方法の基準 )

第 14条  法第 25条 第 2項 に規定す る景観重要建造物 の良好 な景観 の保全

のために必要 な管理 の方法の基準は、次に掲げるとお りとす る。

(1)景観重要建造物 の修繕は、原則 として当該建造物の修繕前の外観 を

変更す ることのない よ うにす ること。

(2)消火器 の設置その他防災上の措置 を講ず ること。

(3)当 該景観重要建造物の焼失 を防 ぐため、敷地、構造及 び建築設備の

状況 を定期 的に点検す ること。

(4)前 3号 に掲 げ るもののほか、当該景観重要建造物 ごとに定 めること。



(景観重要樹木 の指定等 )

第 15条 市長 は、法第28条第 1項 の規定によ り景観重要樹木 を指定 しよ う

とす るときは、あ らか じめ、景観審議会 の意見を聴 かなけれ ばな らない。

2 市長は、景観重要樹木 を指定 した ときは、その 旨を告示す るもの とす

る。

3 前 2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用す る。

(景観重要樹木 の指定の標識 )

第 16条 市長は、景観重要樹木 を指定 した ときは、法第 30条 第 2項の規定

に基づき、次に掲 げる事項 を表示 した標識 を設置す るもの とす る。

(1)指 定番号及 び指定の年月 日

(2)景観重要樹木 の名称

(3)指定の理 由 となった特徴

(景観重要樹木 の管理の方法の基準 )

第 17条  法第 25条 第 2項 に規定す る景観 重要樹木 の良好 な景観 の保全の

ための必要な管理 の方法の基準は、久に掲げるとお りとす る。

(1)当 該景観重要樹木の良好 な景観 を保全す るため、せん定その他必要

な管理 を行 うこと。

(2)当 該景観重要樹木の滅失、枯死等 を防 ぐため、病害虫の駆除その他

必要な措置 を行 うこと。

(3)前 2号に掲 げ るもののほか、当該景観重要樹木 ごとに定 めること。

(景観形成基準の遵守 )

第 18条 景観計画 区域 において、屋外広告物の表示 を しよ うとす る者 は、

景観計画 に定 め られた景観形成 に関す る基準 に適合す るよ う努 めなけ

ればならない。

(表彰 )

第 19条 市長 は、良好 な景観 の形成 に寄与 している と認 め られ る建築物等

の所有者、設計者 、施工者等 を表彰す ることができる。

2 市長は、良好 な景観 の形成 を図るための活動 を行 つていると認 め られ

る個人又は団体 を表彰す ることができる。

(助 成等 )

第20条  市長 は、景観重要建造物又は景観重要樹木 の保存のために必要が

あると認 めるときは、その所有者 に技術 的な援助 を行 い、又は保存に要

す る費用の一部 を助成す ることができる。

(景観審議会 )

第 21条  市の総合的な景観行政 を推進す るため、景観審議会 を置 く。

2 景観審議会 は、市長の諮問に応 じ、景観 の形成 に必要 な事項 を調査 し、

又は審議す るもの とす る。



3 景観審議会 は、景観 の形成 に関す る事項 について、市長 に意見 を述べ

ることができる。

4 景観審議会の組織及び運営に関 し必要な事項 は、規則で定める。

(委任 )

第 22条  この条例 の施行 に関 し必要な事項 は、規則 で定める。

附 則

この条例は、平成 24年 4月 1日 か ら施行す る。


